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非開示理由等 所管局部課等

1 R4.7.1 R4.8.24
令和元年度から令和４年現在までにおける職員（常勤職員）
の兼業の状況が分かる書類（申請書・許可書・通知書） 21 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と照合することに
より、特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。）又は特定の個人を識別することは
できないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるもの、に該当するため
（７条３号）法人その他の団体に関する情報又は当
該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位そ
の他社会的な地位が損なわれると認められるもの、
に該当するため
（７条４号）公にすることにより、犯罪の予防、鎮
圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の
安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実
施機関が認めることにつき相当の理由がある情報、
に該当するため

会計管理局管
理部総務課

決定区分 （根拠規定）条例７条

表の見方

＜決定区分＞

・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。

＜（根拠規定）条例7条＞

・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。

＜公文書の件名＞について

・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。

・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。


